


 

Ⅰ．新規格発行の目的 

  今回の新規格発行の目的は次の①から③です。よって、新たな要求事項の追加や要

求事項の変更はございません。 

  ①要求事項の明確化 

  ②規格解釈の明確化 

  ③ISO 14001:2004 との整合性向上 

 

Ⅱ．当センターの新規格移行への手続き 

  上記Ⅰ．のとおり、新規格には、現在皆様方が適用されている ISO 9001:2000（JI

S Q 9001：2000）に対し、①から③を行うのみであり、新たな要求事項の導入はござ

いませんので、通常のサーベイランス又は再認証審査の際に、移行に係る審査（新規

格を適用した審査）を実施させて頂きます。また、この場合の審査工数の追加もござ

いません。なお、移行に係る審査のみを単独で実施することは致しません。 

（１）移行に係る審査の実施と実施期間 

   JIS Q 9001：2008 の発行日から２年間のうちの、サーベイランス又は再認証審

査時に実施させて頂きます。 

   但し、現認証登録証（2000 年版適用による認証登録証）は、JIS Q 9001：2008

発行から 24 ヶ月後の同日にはすべて失効することになりますので、それまでに、

移行に係る審査を実施し、その後の認証判定会議に諮った後、新規格適用の認証登

録証を授与頂く必要があります。 

（２）移行に係る審査の依頼手続き 

   別紙「ＪＩＳ Ｑ ９００１：２００８への移行に係る審査時期について」により、 

ご希望の審査時期を２００８年１２月１９日までにご提出お願い致します。 

 

［参考］ 

 参考１：「ISO 9001 の 2008 年改訂について」 

（平成 20年 8 月 品質マネジメントシステム規格国内委員会） 

参考２：「IAF 共同コミュニケ ISO9001:2008 に対して認定された認証の実施」 

（IAF 共同コミュニケを JAB が内容を変更することなく翻訳したもの） 

 参考３：「ISO 9001:2008 実施の手引き」 

（品質マネジメントシステム規格国内委員会 参考訳） 

以  上 
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